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下水・資料１ 
 

 収支シミュレーション 

処理区域内人口は下記のとおり推計を行っています。 

行政区域内人口 × 普及率 ＝ 処理区域内人口 

行政区域内人口これまで増加傾向にありましたが、令和７年度をピークに減少傾向に転

じるため、処理区域内人口は減少する見込みです。 

 

行政区域内人口 

水道事業との整合性を考慮して、水道ビジョン策定時の人口推計を採用しています。 

 

普及率 

直近の普及率が一定で推移するものとみなして推計を行っています。 

 

図表1-1 処理区域内人口の予測 
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有収水量は使用水量区分別に次の２区分に分類して推計を行っています。 

 

月 0 ㎥～30 ㎥の利用者 

主に家庭用の利用が多く、概ね人口に連動して推移するため、次の算式で推計を行ってい

ます。 

 処理区域内人口 × 水洗化率 × 一人当たり有収水量 ＝ 有収水量 

なお、直近の水洗化率が一定で推移するものとみなして推計を行っています。 

 

月 30 ㎥超の利用者 

主に事業用の利用が多く、過去 10年の推移では年による増減はあるものの、概ね横ば

いで推移してきたことから、直近の水量と一定で推移するものとみなして推計を行って

います。 

図表1-2 有収水量の予測 
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使用料収入は調定件数及び有収水量に料金表の単価を乗じて算出しています。 

 

調定件数 

有収水量と同様の方法で２区分に分類して推計を行っています。 

図表1-3 使用料収入の見通し 

 

 

汚水処理費は直近の決算実績を基準に、物価及び人件費の高騰の影響を反映して積算し

ています。なお、物価及び人件費の高騰の影響は水道事業と同様の指標を採用しています。 

物価上昇率等 

物価の上昇率は水道事業と整合性をとるため、消費者物価指数の令和６年度実績までを

元に 2020 年度を基準にした増減率の直近３年間の平均である年 1.81％としました。 

人件費の上昇率は人事院勧告の実績を元に年 0.92％としました。 

 

原価の推計方法 

①職員給与費 

直近の決算実績×人件費上昇率 

②動力費 

直近の決算における 1 ㎥あたり単価×物価上昇率×年間処理水量 

③流域下水道維持管理負担金 

１㎥あたり単価（税込 43円）×年間処理水量 
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④修繕費 

直近の決算実績×物価上昇率＋個別に見積もった臨時的支出 

⑤委託費 

直近の決算実績×物価上昇率＋個別に見積もった臨時的支出 

⑥減価償却費 

既存資産の償却予定額に加え、投資試算における建設改良費について資産種別ごと

の耐用年数に対応する償却率を乗じて算出しています。なお長期前受金戻入相当額を

控除しています。 

⑦支払利息 

既存分については償還予定表に基づいて計上しています。 

新発分の利息は管渠等 2.5％、機械装置等 2.1％、資本費平準化債 0.622％として推

計しています。 

⑧その他 

直近の決算実績×物価上昇率 

公費等負担額 

経費回収率の算出にあたって控除している公費等負担額は下記のとおりです。 

①基準内繰入金 

総務省繰出基準に基づき、収益的支出に係る基準内繰入金を見込んでいます。 

②国庫補助金 

個別に見積もった補助対象の支出について見込んでいます。 

 

図表1-4 経費回収率の見通し 
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建設改良費 

今回の料金改定にあたって、管渠工事及びストックマネジメント計画に基づく更新事

業を見直した結果を反映しています。 

 

図表1-5 建設改良費の見通し 

 

 

企業債 

下表の発行条件に基づいて償還予定額を推計しています。 

 

図表1-6 起債の発行条件 
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建設改良債 構築物,流域負担 30年（５年） 元利均等償還 2.500%

建設改良債 機械装置 15年（２年) 元利均等償還 2.100%

資本費平準化債 - 20年（0年) 元利均等償還 0.622%
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図表1-7 企業債の見通し 

 

 

総務省繰出基準に基づいて基準内繰入金を推計しています。資金の不足額を明らかにす

るため、基準外繰入金は０としています。 

 

図表1-8 繰入金の見通し 
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物価上昇及び投資による減価償却費の増加により損益は悪化し、累積欠損金を生じます。 

 

図表1-9 当期損益の見通し 

 

 

図表1-10 剰余金残高の見通し 
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企業債償還金の減少により当面の資金収支は改善しますが、更新投資分の償還が開始す

ると再び悪化し、資金不足を生じます。 

 

図表1-11 資金収支の見通し 

 

 

図表1-12 資金残高の見通し 
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 使用料算定対象経費 

使用料算定期間中の経常費用に資産維持費を加え、ここから公費負担経費と長期前受金

戻入を控除した使用料対象経費を算定します。 

 

図表2-1 使用料対象経費の範囲 

 

 

資産維持費は、将来の更新や施設の拡充及び強化に資する費用が増大することが見込ま

れる場合に、使用者負担の期間的公平等確保する観点から、実体資本を維持してサービスを

継続していくために必要とされる費用です。 

「下水道使用料算定の基本的考え方（日本下水道協会）」では、資産維持費の目安は示さ

れていませんが、「水道料金算定要領」においては対象資産（償却資産額の料金算定期間期

首及び期末の平均残高）の３％が標準とされています。 

 

使用料の算定期間は令和８年度から令和 12年度の５年間としています。 

 

資産維持費の設定 

資産維持費算出の根拠となる対象資産は下表のように算定しました。 

令和６年度決算時点の償却資産取得価額から減価償却累計額を控除した帳簿価額を基準

に、収支計画において見込んでいる各年度の減価償却費、建設改良費を用いて各年度におけ

る帳簿価額を算出しました。 

これらのうち、本試算において用いる対象資産は算定期間の開始年度と終了年度となる

令和８年度の期首帳簿価額と令和 12 年度期末帳簿価額の平均額としました。 
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使用料対象経費の集計区分 

前項で設定した資産維持率を用いて、使用料対象経費を集計しました。なお、使用料対象

経費は下表の区分に従って、需要家費、固定費、変動費に区分しています。 

 

図表2-2 使用料対象経費の区分 

 

控除額は公費負担となる国庫補助金及び収益的収入_基準内繰入金及び長期前受金戻入

の額を用いています。 

 

使用料対象経費の集計 

図表2-3 令和 8 年度から令和 12 年度の平均（算定期間 5 年） 
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伊奈町の適正な下水道
使用料の設定について
伊奈町上下水道課
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 下水道経営の特徴
 業務状況の概略
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審議会の役割
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下水道経営の特徴
民間企業 下水道事業

目的 利潤の最大化 (企業の成長と株主への利益還元を追求)
公共の福祉の増進 (住民の生活環境を守り、安全で安定
したサービスを継続的に提供することが最優先)

収益源 市場での商品・サービスの販売 (顧客のニーズに応える
製品やサービスを提供し、売上を拡大)

下水道使用料・税金 (料金収入が基本だが、施設の更新
などには公費が投入されることも)

競争環境 競争あり（市場原理） (常に競合他社との競争にさらさ
れており、優位性を保つための戦略が不可欠)

競争なし（地域独占） (事業区域が定められており、独
占的にサービスを提供)

意思決定
迅速・トップダウン (経営陣が市場の変化に素早く対応
し、機動的に意思決定)

合意形成・法令遵守 (議会の承認や関連法規の遵守が求
められ、住民への説明責任も伴う)

主な改善アプロー
チ

売上向上・コスト削減 (新規顧客の開拓、新商品開発、
業務効率化、マーケティング戦略)

資産管理・サービスの安定化 (施設の計画的な更新・長
寿命化、料金の公平性と徴収率の向上、災害対策の強
化、官民連携の活用)

評価指標
株価、利益率、市場シェアなど (数値的な経営成績が重
視される)

普及率、水質基準達成率、財政状況、住民満足度など
(サービスの質や安定性、財政の健全性など多角的に評
価)
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業務状況の概略
 行政区域内人口が減少に
転じている

 水洗化率向上により有収
水量は増加したが、頭打ち
が近い

 使用料単価は130円前後
で推移

4年度 5年度 6年度 前年差 前年比

年度末行政区域内人口 (人) 45,126 45,042 44,979 -63 99.9%

年度末処理区域内人口 (人) 34,219 34,148 34,321 173 100.5%

普及率 (%) 75.8 75.8 76.3 0.5 -

年度末水洗化人口 (人) 31,775 31,697 31,974 277 100.9%

水洗化率 (%) 92.9 92.8 93.2 0.4 -

年間汚水処理水量 (m³) 3,652,271 3,625,501 3,660,045 34,544 101.0%

年間有収水量 (m³) 3,395,803 3,387,927 3,405,388 17,461 100.5%

有収率 (%) 93.0 93.4 93.0 -0.4 -

使用料単価 (円) 130.6 130.6 131.2 0.6 100.5%

汚水処理原価 (円) 126.1 125.8 116.2 -9.6 92.4%

経費回収率 (%) 103.6 103.8 112.9 9.1 -
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今回の内容
 使用料改定検討の必要性
 使用料改定水準の検討
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使用料改定検討の必要性
 基準外繰入金に頼った経営状況
 脆弱な財務体質
 人口減少による収入の減少
 将来的な費用負担の増加
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基準外繰入金に頼った経営状況
 年間1億5千万円前後の繰入
を受けており、例年１億円超
の基準外繰入金

 町財政に恒常的に負担をかけ
ている状況であり、基準外繰
入金の削減が必要
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脆弱な財務体質
 流動資産が流動負債の半分
足らずで短期資金が少ない

 流動比率は一般的には
100％以上となることが適正水
準とされている
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人口減少による収入の減少
 伊奈町の人口は減少に転じ、収入減
となる見通し

 令和17年度には約4億4,600万円と
なる見通し
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将来的な費用負担の増加
 令和7年度から流域下水道維持管理負
担金の単価が改定（税込43円/㎥）

 近年は物価上昇が著しく、他の経費も増
加が見込まれる

 八潮市の事故を受けて、建設負担金の増
額や管渠更新投資の必要も生じる見通し

 経費回収率は令和12年度に88.8％まで
低下し、使用料で汚水処理費を回収でき
なくなる見通し
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【参考】総務省︓下水道財政のあり方に関する研究会（令和2年9月14日）

12



使用料改定水準の検討
 使用料対象経費の範囲
 使用料収入の見通し
 使用料対象経費の見通し
 資金需要の見通し
 損益の見通し
 改定案の説明
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使用料対象経費の範囲
 基準内繰入金や長期前受金戻入で賄われ
る支出（公費負担分）は使用料対象経費
に含まない

 使用料対象経費は需要家費・固定費・変動
費に区分

区分

需要家費

職員給与費 固定費

動力費 変動費

光熱水費 固定費

通信運搬費 固定費

修繕費 固定費

材料費 固定費

薬品費 固定費

路面復旧費 固定費

委託料 固定費

流域下水道管理運営費負担金 変動費

その他 固定費

その他営業外費用 固定費

減価償却費 固定費

支払利息 固定費

固定費資産維持費

使用料対象経費の区分

管
理
費

資
本
費

業務費

公費等負担分

基準内繰入金
長期前受金戻入

使用料収入

経常費用＋資産維持費

私費負担分
（使用料対象経費）
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【参考】国土交通省︓人口減少下における維持管理時代の下水道経営のあり方検討会（令和元年８月２日）
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【参考】総務省︓下水道財政のあり方に関する研究会（令和2年9月14日）
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使用料収入の見通し
 令和8年度〜令和12年度の５ヵ年平
均は約4億4,800万円となる見通し。

 月0㎥〜30㎥利用者の有収水量は人
口減少に伴って減少を見込む

 月30㎥超利用者は過去の推移から人
口に影響されずに当面横ばいで推移す
ることを見込む

調定件数 有収水量

0㎥ 5,022 0

10㎥まで 28,078 1,514,054

10㎥を超え
20㎥まで

31,723 882,656

20㎥を超え
30㎥まで

19,524 337,606

30㎥を超え
50㎥まで

7,038 127,640

50㎥を超え
100㎥まで

576 69,175

100㎥を超え
300㎥まで

349 114,677

300㎥を
超える分

80 181,203

1000㎥を
超える分

94 199,649

合計 92,482 3,426,660

（千円）

基本 従量 合計

使用料収入 142,348 305,684 448,031
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使用料対象経費の見通し
 使用料算定期間の平均

– 令和8年度〜令和12年度

 資産維持率の設定方法により３パ
ターンのシミュレーションを実施

 使用料対象経費を回収できる水準
を設定

18

※1:基準内繰入金や長期前受金戻入等の公費等負担分

（千円）
資産維持費

なし
資産維持率
0.265％

資産維持率
3％

需要家費 20,420 20,420 20,420

固定費 694,452 726,049 1,052,153

変動費 150,233 150,233 150,233

控除額※1 -381,751 -381,751 -381,751

合計 483,354 514,951 841,055

使用料収入 448,031 448,031 448,031

回収不足額 35,322 66,919 393,023

必要改定率 7.9% 15.0% 87.8%



資金需要の見通し
 企業債償還金の減少に伴っ
て当面は資金収支が改善す
る

 更新投資が増加することによ
り、令和12年度は資金収支
が再度悪化し、約2,800万
円の不足が生じる見通し
– 基準外繰入金なしの場合

19

（千円）

資本的支出 消費税等調整額 収益的支出 減価償却費 資金支出

340,631 -8,435 875,720 -574,848 633,068

使用料収入 基準内繰入金 企業債・補助金等 資金収入 資金不足額

447,875 28,298 128,590 604,763 28,305

R12

-100,000

-80,000

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

R7 R8 R9 R10 R11 R12

収入 支出 資金収支

（年度）

（資金収支：千円）（収支：千円）



損益の見通し
 物価の上昇や減価償却費の
増加に伴って支出が増加す
る

 令和12年度には単年度で
約5,600万円の損失を生じ
る見通し
– 基準外繰入金なしの場合

20

（千円）

営業費用 営業外費用 特別損失 収益的支出

828,311 47,409 36 875,756

営業収益 営業外収益 収益的収入 当期損失 必要改定率

447,941 371,384 819,325 56,431 12.6%

R12

-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

0

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000

900,000

R7 R8 R9 R10 R11 R12

収益的収入 収益的支出 当期損益（収支：千円） （損益：千円）

（年度）



改定案の説明
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改定案（A)
資産維持費なし

改定案（B)
令和12年度基準外なし

改定案（C)
資産維持率0.265％

改定案（D)
資産維持率3％

基準改定率 7.9% 12.6% 15.0% 87.8%
R12経費回収率 100％未満 100％以上 100％以上 100％以上
R12基準外繰入金 あり なし なし なし

使用料の回収範囲 使用料算定期間の経費を回収
（資産維持費を含まない）

令和12年度時点の不足額を回収し、
基準外繰入金が不要

将来の更新に必要な支出の増大分を
一部回収

将来の更新に必要な支出の増大分を
回収

評価

期間全体で回収する考え方のため、
単年度では不足を生じる年もある。
令和12年度には経費回収率が100％
を下回り、基準外繰入金が必要な水
準になるため、再改定が必要とな
る。

算定期間最終年度時点でも不足を生
じない水準であり、課題であった基
準外繰入金が解消できる。
一方で、当面の経営に必要な最低限
の資金と利益水準を確保するに留ま
り、算定期間以降にも更新投資が続
くため、再改定が必要となる。

今後の更新投資に対して十分とはい
えないものの最低限の備えをするこ
とができる。
一方で、改定率が高く、住民に受け
入れ可能な水準か懸念がある。

標準とされる資産維持率３％に基づ
く資産維持費を回収することによ
り、更新への備えは十分である。
一方で1回の改定率としては負担が
非常に大きく、長期的な検討指標と
なる。



（参考）料金表案１
 必要改定率に基づいて４
パターンの改定案を作成
– 単価は1円単位切り上げ

22

単位：円／1か月（税抜き）

排水量 現行 改定案（A) 改定案（B) 改定案（C) 改定案（D)

- - 7.9% 12.6% 15.0% 87.8%

基本使用料 10㎥まで 800 864 901 920 1,503

10㎥を超え
20㎥まで 138 149 156 159 260

20㎥を超え
30㎥まで 150 162 169 173 282

30㎥を超え
50㎥まで 163 176 184 188 307

50㎥を超え
100㎥まで 175 189 198 202 329

100㎥を超え
300㎥まで 188 203 212 217 354

300㎥を
超える分 200 216 226 230 376

1000㎥を
超える分 213 230 240 245 401

1㎥につき 60 60 60 60 60

- 2,180 2,354 2,461 2,510 4,103

種類

一般用
超過料金
1㎥につき

公衆浴場用

基準改定率

（参考）20㎥利用時



県内自治体下水道料金一覧

市町村名
現行料金(税込)
（２０㎥/月）

1 深谷市 3,520 R2.12.1
2 飯能市 3,317
3 本庄市 3,311 R6.10.1
4 美里町 3,300    R8.4.1予定
5 横瀬町 3,300
6 日高市 3,190
7 東松山市 2,816    R8.1.1予定
8 白岡市 2,806 R6.4.1
9 桶川市 2,728

10 幸手市 2,596    R8.4.1予定
11 熊谷市 2,585 R5.4.1
12 越谷市 2,574 R3.3.18
13 滑川町 2,530  
14 嵐山町 2,530
15 さいたま市 2,459
16 行田市 2,442
17 神川町 2,420
18 小川町 2,410
19 伊奈町 2,398
20 坂戸・鶴ヶ島 2,343
21 鴻巣市 2,310
22 皆野・長瀞 2,310  
23 羽生市 2,310 R4.3.31
24 寄居町 2,310
25 北本市 2,288
26 三郷市 2,214 R2.4.1
27 川口市 2,211    R8.4.1予定
28 松伏町 2,200
29 八潮市 2,174
30 上里町 2,167
31 上尾市 2,156
32 秩父市 2,151 R2.6.23
33 吉見町 2,145
34 蓮田市 1,980
35 加須市 1,952
36 草加市 1,947

          下水・資料３
令和8年4月改定まで反映

  改定年月日



37 毛呂山・越生・鳩山 1,925
38 宮代町 1,883
39 吉川市 1,870
40 杉戸町 1,870
41 久喜市 1,870
42 入間市 1,815
43 狭山市 1,727
44 富士見市 1,650
45 所沢市 1,639
46 新座市 1,639 R7.7.1
47 川越市 1,595
48 幸手市 1,595
49 川島町 1,540
50 三芳町 1,369
51 ふじみ野市 1,367 R6.10.1
52 蕨市 1,309
53 和光市 1,262
54 朝霞市 1,155 R1.7.1
55 戸田市 1,023

     
     


